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１
～
６
月
の
火
災

　

救
急･

救
助
概
況

 
◆
火
災

　

火
災
件
数
は
６
件
、
損

害
額
は
１
２
５
２
万
９
０

０
０
円
で
、
前
年
同
期
に

比
べ
る
と
５
件
減
少
し
、
１

０
５
万
円
減
少
し
ま
し
た
。

　

火
災
に
よ
る
死
者
は
０
人
、

負
傷
者
は
１
人
で
す
。

　

火
災
種
別
で
は
、
建
物
火

災
が
５
件
、
そ
の
他
が
１
件

で
す
。

◆
救
急

　

救
急
件
数
は
２
３
５
１
件

で
前
年
同
期
に
比
べ
１
９
８

件
増
加
し
ま
し
た
。
１
日
平

均
で
約
13
件
出
場
し
、
２
１

７
３
人
を
搬
送
し
ま
し
た
。

　

事
故
種
別
ご
と
の
内
訳
は
、

グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。

◆
救
助

　

救
助
件
数
は
36
件
で
18
人

を
救
助
し
、
前
年
同
期
に
比

べ
る
と
２
件
減
少
し
ま
し
た
。

事
故
種
別
ご
と
の
内
訳
は
、

次
表
の
と
お
り
で
す
。

 

火
気
使
用
の
イ
ベ
ン
ト

 

で
は
消
火
器
が
必
要
!!

  

火
気(

特
に
ガ
ソ
リ
ン
・
灯

油
・
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど
を

燃
料
と
す
る
発
電
・
調
理
器

具
な
ど)

を
使
用
し
た
多
く

の
人
が
集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
で

は
、
そ
の
燃
料
の
取
扱
い
が

原
因
と
な
る
火
災
が
発
生
す

る
と
非
常
に
危
険
で
す
。

　

火
気
を
使
用
す
る
場
合
は
、

消
火
器
を
設
置
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
開
催
規
模
に
よ
り

届
出
が
必
要
で
す
の
で
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

９
月
９
日
は
救
急
の
日

救
急
車
の
適
正
利
用
を

お
願
い
し
ま
す

 　

毎
年
９
月
９
日
を
「
救
急

の
日
」
と
し
、
こ
の
日
を
含

む
一
週
間
を
「
救
急
医
療
週

間
」
と
し
て
、
救
急
医
療
・

業
務
に
対
し
て
み
な
さ
ん
に

正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
救

急
医
療
関
係
者
の
意
識
の
高

揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
全
国
的
に
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て

救
急
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
救
急
車
の
適
正
利
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

消
防
本
部
☎
０

７
２
・
４
２
２
・
０
１
１
９

 

税
理
士
無
料
相
談
会

日
時　

８
月
19
日
、
９
月

２
日
、
金
曜
午
後
１
時
～

４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階

市
民
相
談
室

予
約
・
問
合
せ
先 

近
畿

税
理
士
会
岸
和
田
支
部

☎
０
７
２
・
４
３
６
・
０

５
６
７

　

行
政
書
士
の
相
続

　

遺
言
無
料
相
談
会

日
時　

８
月
23
日(

火)

午
後

１
時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階
市

民
相
談
室

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府

行
政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０

７
２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

<救急>

一般
負傷
370件

その他
96件

転院搬送
159件

交通事故
161件

急病
1,565件
急病
1,565件

日曜特設一般相談は毎月第１・３日曜に予約制で実施しています。【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

知らない人にはついて行かないで！
子どもを犯罪から守るために

小学生のみなさんへ
●知(し)らないひとにはついていかないで
　かぞくじゃないひと、知らないひとから「おかしをあげる」「ゲームを
しよう」っていわれてもぜったいについていかないで。
●こんなところがあぶない
　こどもにわるいことをするひとは、まわりから見(み)えにくいところに
かくれています。草(くさ)のおおい公園(こうえん)やマンションのなか、
ひとの少(すく)ないところも注意(ちゅうい)しましょう。
●ぼうはんブザーをもちましょう
　家(いえ)のそとに出(で)るときは、ぼうはんブザーをもっていきましょ
う。
●もしものときはこども110番(ばん)の家
　知(し)らないひとにつれていかれそうになったときは、交番(こうばん)
や110番の家ににげましょう。
保護者の皆さんへ
●「ながら見守り」にご協力ください
　小学生を狙った犯罪や、不審者による声かけは登下校時の時間帯に多く
発生します。買い物や犬の散歩などの日常活動を登下校時の時間帯に合わ
せて子どもの安全を見守る「ながら見守り」への協力をお願いします。
●「安まちアプリ」とは
　安まちアプリ(右記二次元コード)をダウン
ロードすると、大阪府警察が発信した安まち
メールを受信したり、子ども被害情報をマッ
プ上で確認することができます。

問合せ先　貝塚警察署☎072－431－1234

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

　

電
話
相
談
強
化
週
間 

　

い
じ
め
・
不
登
校
・
体
罰
・

虐
待
な
ど
子
ど
も
の
人
権
問
題

に
つ
い
て
電
話
相
談
を
開
設
し

て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
守
り

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
パ

ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
も
相

談
で
き
ま
す
。

専
用
相
談
電
話　

☎
０
１
２

０
・
０
０
７
・
１
１
０

日
時　

８
月
26
日(

金)

～
９
月

１
日(

木)

午
前
８
時
30
分
～
午

後
７
時
、
土
・
日
は
午
前
10
時

～
午
後
５
時　

※
通
常
の
相
談
は
平
日
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

問
合
せ
先　

大
阪
法
務
局
人
権

擁
護
部
☎
06
・
６
９
４
２
・
９

４
９
６

８月は「こども110番月間」

５つの約束まもろうね！

　詳しくは、ホームページ
(右記二次元コード)をご覧
ください。
問合せ先　社会教育課
　　　　　☎072－433－7125

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分
☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談室

市民相談室

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター☎422-7523

広報交流課
☎433-7232

子ども
福祉課

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

総合生活相談

人権相談

家庭児童相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課

①医療福祉相談(要予約)

②各種医療相談(要予約)

・がん・医療看護・女性専門

・薬事・栄養・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

★土･日･祝日は休み。相談は無料です 市代表番号☎072－423－2151

午前９時～午後５時15分

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜：貝塚市役所人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課

人権政策課
☎433-7160

☎433-7160

☎433-7021

☎433-7022

人権政策課

第１～４木曜、午後１時～４時
30分[要予約。２週間前から受付
8月25日分は、8月4日から受付]

種　別

建物など

交  通

ガス・酸欠

その他

合　計

件　数

16

７

１

12

36

Android用 iPhone用


